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平成２０年度第２回 山梨県景観審議会 会議録 

 

１ 日 時 平成２０年１２月１８日（木） 午前１０時００分～１２時１５分 

 

２ 場 所 県民会館８０２会議室 

 

３ 出席者（敬称略） 

 （委 員） 北村眞一 箕浦一哉 齋藤雅代 堀内洋子 山本育夫 雨宮健一 井上和夫 

 田辺篤 望月秀次郎 飯島朱美 赤岡和代 

 （事務局） 県土整備部技監 美しい県土づくり推進室長 同室員（２名） 

 

４ 傍聴者等の数 ４人 

 

５ 会議次第 

(1) 開会 

(2) 会長あいさつ 

(3) 議事 

(4) 閉会 

 

６ 議題 

(1) 美しい県土づくりガイドラインについて【公開】 

① 第１回審議事項について 

② 第３章 景観形成の基本方針 

③ 第４章 景観形成の推進に向けて 

(2) その他【公開】 

７ 議事の概要 

(1) 美しい県土づくりガイドラインについて 

 

【第１回審議事項について】 

（議長） 

  第１回の審議事項について、事務局より説明願います。 

（事務局） 

  （高さ規制について資料に基づいて説明） 

（議長） 
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  ご意見ご質問をお願いします。 

（委員） 

現状で違反している高さの建物はないことを理解できました。しかし今後、全県的に自

然を大切にする目標を持っていくとすれば、都市部は別として、高さ規制も必要ではない

でしょうか。 

 

（事務局） 

  （加筆した景観の定義や効果について資料に基づいて説明） 

（委員） 

加筆された「景観」と「美しい県土づくり」の考え方は、相互に交流していくイメージ

で、分かり易く、今までにない新たな切り口で、よくまとまっています。 

 

【第３章 景観形成の基本方針】 

（議長） 

第３章景観形成の基本方針について、事務局より説明願います。 

（事務局） 

（資料に基づいて説明） 

（議長） 

ご意見ご質問をお願いします。 

（委員） 

峡中地域の景観形成方針に「山梨県の玄関口」という表現があるが、玄関口はそれぞれ

の地域にあるので、中心地というような表現の方がよいと考えます。 

また、県や市町村の各部局で発行しているパンフレットの類との整合をとっていただき

たい。 

（委員） 

「武田家ゆかりの歴史的景観資源」はそのとおりであるが、甲府城については信玄の城

という誤った考えの者も多くいるので、正しい歴史認識を持ってもらいながら中心街を活

性化するためにも、柳沢吉保との関係を「くどいくらい」明記してもらいたい。 

また、市町村の最新の情報を反映するためにも、市町村に一層確認を取って進めていた

だきたい。 

（委員） 

北杜市や富士山北麓をはじめ、山梨には素晴らしい紅葉の景観が数多くあるので紅葉の

写真をもう少し増やしたらいかがでしょう。 

また、日本中にある真夏の凍結防止の看板などの季節はずれの注意書きの看板、また宣
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言や標語の類の看板については、今の時代にそぐわないので、山梨県だけでもなくす勇気

があってもよいのではないでしょうか。 

（委員） 

素晴らしくきれいな写真が多いが、絶景だけが景観ではないので、もう少し日常的な暮

らしの景観を良くしていく観点を、何らかの形で盛り込めないでしょうか。ベストショッ

トの写真だけでは、偏った景観が植え付けられるおそれがあります。 

（委員） 

景観という言葉は誤解されやすいと思います。昨今、子供達が家族と安心して楽しめる

場所が少なくなってきているが、自然の中からいろいろなことを学ぶことは人間形成には

大事であり、景観だけではなく、そのための環境づくりにも視点を置くべきではないでし

ょうか。 

（委員） 

各地域の景観形成の方針の地図は、良好な景観を万遍なく記載しているが、県として守

り整備すべき景観を選択し、さらに強調したらいかがでしょうか。 

（事務局） 

今回のガイドラインは、県が主体で調査し、市町村の意見も参考にしながら策定してい

るので、ご指摘いただいた重要な景観の箇所の選択・強調は、今後の課題であると考えて

います。 

（委員） 

峡東地域の景観形成方針に示されている上条集落は、確かに建築的には素晴らしい集落

であるが、このような形で明記されると、地元では保全についての賛否両論様々な意見が

ある中で、不安や期待が増してしまうだけです。地域と一緒に景観を守る必要があるので、

行政の押しつけとならないよう再考を求めます。 

（委員） 

甲府城については、自然石をこれほど高く積んでいるお城は全国に誇れることから、中

心地の景観としてさらにアピールしていただきたい。 

（事務局） 

本日いただいたご意見を踏まえ、さらに市町村の意向を確認し、反映できるものは反映

していきたい。 

（委員） 

静岡空港が開港して中部横断自動車道開通した暁には、静岡からの観光客を中心地に誘

導し、そこから富士北麓に回ってもらうための景観形成をしておく必要があります。その

ためにも、甲府城については「西の白鷺、東の舞鶴」のキャッチフレーズで、きれいな印

象を受ける舞鶴城としてＰＲし、天守閣の復元なども時間をかけて行っていく必要があり



 4 

ます。 

また、「山梨百名山」が非常にインパクトがあったように、生活に密着した景観という観

点からは、山梨の暮らし百景」や「富士山百景」など山梨の百景をつくっていくことを提

案します。 

（事務局） 

甲府城のＰＲ、隣県からの観光局の誘致、「百景」については、今後の課題であると認識

しています。 

（委員） 

愛宕山の裁判所の官舎は、今は甲府市の所有であると思うが、この場所を公園にして、

甲府駅から歩いていける憩いの場所にできたらよいと思います。 

また、京都は何度も行きたくなる場所ですが、山梨は山に囲まれていて京都にそっくり

です。本ガイドラインをとおして、かつての甲府の城下町の賑わいを取り戻して、多くの

観光客に何度も訪れてもらえる景観をつくっていきたい。 

（委員） 

森林の景観形成の方針が頻繁に出てくるので、２２～２３ページに森林エリアの図があ

った方がよいのではないでしょうか。また、「軸」という言葉は、交通には使うが、精確に

は境界部(エッジ)の意味になります。山岳軸と交通軸の表現や内容は工夫した方がよいか

もしれません。 

 

【第４章 景観形成の推進に向けて】 

（議長） 

「第４章景観形成の推進に向けて」について、事務局より説明願います。 

（事務局） 

（資料に基づいて説明） 

（議長） 

ご意見ご質問をお願いします。 

（委員） 

我々ＮＰＯは６年間にわたり県内のほぼ全市町村で約１５０のツアーコースとガイドブ

ックをつくり、ウォーキングやバスツアーを行っています。また、県立博物館では、来館

者に通信簿をつけてもらう取り組みを行っています。これらをまちの景観通信簿の取り組

みに応用することは、十分可能であると考えています。 

（議長） 

まちの景観通信簿については進めて行ければよいと思います。 

（委員） 
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本ガイドラインはよくまとまっているが、実践が重要ですから、計画を誰がどうやって

実践するかということについて県の考えを伺いたい。 

（事務局） 

今後は、特に市町村の役割が非常に大きくなります。県としては、市町村の支援を検討

しています。また、公共事業の景観形成にも力を入れており、その他に職員が出向く出張

講座やＮＰＯ等とも協力した八ヶ岳南麓風景街道の活動も行っています。 

（委員） 

ただいま市町村の役割という話が出たが、本ガイドラインを策定した後で、その実践に

ついては市町村さんお願いしますと突き放されても、難しい問題がありますので、このこ

とはしっかり認識しておいていただきたい。 

（委員） 

本ガイドラインでは、県民・市町村・県と三者の役割が並べて書かれているが、市町村

を強調し、順番についても県民、市町村、県の順がよいと思います。ただし、市町村が実

行するための環境づくりが別途必要になってくることは当然です。 

また、本ガイドラインを活用するときには、市町村の景観担当者が重要な鍵を握ってき

ますが、その担当者がしっかり認識を持って、現場の中で住民に働きかけを十分行えるよ

うなガイドラインが必要だと考えます。したがって、住民の参画をきっちり進めていくこ

とがもう少し強調して、効果的に活用されるような書き方の工夫がなされるとよいのでは

ないでしょうか。 

また、県民の役割について、個の取り組みだけではなく、ＮＰＯなどによる協働的な取

り組みのイメージが入ってくるとよいと思いました。 

（委員） 

本ガイドラインの策定を目的化することはよくありません。 

やはり、県民と事業者の役割は県と市町村の下であり、県や市町村が協働の場を提供す

るべきであると思います。 

計画の実践は市町村がやらざるを得ないのでしょうが、市町村にはＮＰＯをはじめ、こ

のような実践化に積極的に関わっていきたいという方はたくさんいます。このような方の

思いを受け止めて、巻き込んでいくことが大切であることから、人材の育成のところの書

き方をもう少し強調していただきたい。 

（委員） 

市町村がよい仕事ができるか否かは、県の姿勢にも左右される。実際には、予算はどう

するのかといった話に必ずなるが、そのときに、県が全力をあげて支援するという姿勢が

あれば、市町村には優秀な職員がいるので、良い結果が出てくるのではないでしょうか。 

（委員） 
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最終的には個人の意識に戻ってくるのだと思います。 

私の住んでいる地区では、５～６年前からゴミの分別が始まりました。地域がきれいに

なるとよいスパイラルが生まれ、子供達にも美化の意識が生まれてきます。体に染み込ま

せるのが一番手っ取り早いと感じています。 

（委員） 

議論が活発になってくると、時間が足りなくなる。次回はもう少し時間をとっていただ

ければありがたい。 

（委員） 

地域毎の景観形成の方針の「特徴と課題」については、特徴と課題が入り交じっている

ので、順番を並べ替えるなど整理した方が理解しやすいのではないか。 

特に、課題については、県のレベルの話と、個人のレベルの話が入り乱れているので、

後述の役割の順番と合わせて、並べ替えたらいかがでしょう。 

（事務局） 

今回のガイドラインの中で一つ一つ課題と特徴を分類し、掘り下げていくことは作業的

に難しいと考えています。今後、市町村が景観計画を策定していく中で、役割分担を細か

くしていく部分に委ねたいと考えています。ただし、順番の入れ替え等で調整する分につ

いては、再度見直したいと思います。 

（委員） 

５章～６章が具体的なガイドラインとなるが、県民と市町村と県の協働に関して、市町

村の担当者も県民も、どう動いたら上手く協働できるかについてヒントが欲しいと思って

いるはずなので、何らかのヒントが盛り込まれるとよいのではないでしょうか。 

（委員） 

くどいようですが景観形成＝人間形成であって欲しい、このことを忘れて欲しくないと

感じています。 

（事務局） 

基本テーマについては、次回ご意見をいただきたい。 

 

(2) その他 

次回審議会は１月２２日木曜日の午前９時から、今回と同じ会場で行うことが決定した。 


